
 

（参考） 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価」の平成 31 年９月末までと 10 月１日以降の新旧 

10 月１日以降 ９月末まで 

 

訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費）及び通所介護事業者の従事者によ

るサービス費（通所介護従前相当サービス費）は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。

なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、平成 30 年度介護報酬改定前の指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及び指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平

成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００

１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準ずるものとする。ただし、介護職

員等特定処遇改善加算については、平成 31 年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及び指定介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老

計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚生労働省老健

局計画・振興・老人保健課長連名通知）の介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。 

 

１ 訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費） 

イ 訪問型サービス費Ⅰ １，１７２単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 訪問型サービス費Ⅱ ２，３４２単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 訪問型サービス費Ⅲ ３，７１５単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

二 訪問型サービス費Ⅳ   ２６７単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で４回までのサービスを行った場

合） 

ホ 訪問型サービス費Ⅴ ２７１単位 

 

訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費）及び通所介護事業者の従事者によ

るサービス費（通所介護従前相当サービス費）は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。

なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、平成 30 年度介護報酬改定前の指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及び指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平

成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００

１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

１ 訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費） 

イ 訪問型サービス費Ⅰ １，１６８単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 訪問型サービス費Ⅱ ２，３３５単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 訪問型サービス費Ⅲ ３，７０４単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

二 訪問型サービス費Ⅳ   ２６６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で４回までのサービスを行った場

合） 

ホ 訪問型サービス費Ⅴ ２７０単位 
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（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で５回から８回までのサービスを

行った場合） 

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ ２８６単位 

（事業対象者・要支援２ １回につき・１月の中で全部で９回から１２回までのサービスを行

った場合） 

ト 訪問型サービス費（短時間サービス） １６６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき 主に身体介護を行う場合 １月につき２２回まで

算定可能） 

チ～ヌ （略） 

 ル 介護職員等特定処遇改善加算 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×６３／１０００ 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×４２／１０００ 

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算

定しない。 

注２～注７ （略） 

注８ ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介

護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、

（１）の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加

算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定していることを要件とする。なお、（１）か（２）のいずれかの

加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない 

注９ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理

の対象外の算定項目である。 

 

２ 通所介護事業者の従事者によるサービス費（通所介護従前相当サービス費） 

イ 通所型サービス費 

(１) 事業対象者・要支援１ １，６５５単位（１月につき） 

(２) 事業対象者・要支援２ ３，３９３単位（１月につき） 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で５回から８回までのサービスを

行った場合） 

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ ２８５単位 

（事業対象者・要支援２ １回につき・１月の中で全部で９回から１２回までのサービスを行

った場合） 

ト 訪問型サービス費（短時間サービス） １６５単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき 主に身体介護を行う場合 １月につき２２回まで

算定可能） 

チ～ヌ （略） 

（新設） 

 

 

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからヌを算

定しない。 

注２～注７ （略） 

 

 

 

 

 

注８ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

 

 

２ 通所介護事業者の従事者によるサービス費（通所介護従前相当サービス費） 

イ 通所型サービス費 

(１) 事業対象者・要支援１ １，６４７単位（１月につき） 

(２) 事業対象者・要支援２ ３，３７７単位（１月につき） 



 

10 月１日以降 ９月末まで 

(３) 事業対象者・要支援１   ３８０単位（１回につき・１月の中で全部で４回までのサー

ビスを行った場合） 

(４) 事業対象者・要支援２ ３９１単位（１回につき・１月の中で全部で５回から８回までの

サービスを行った場合） 

ロ～ル （略） 

 ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×１２／１０００ 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×１０／１０００ 

注１～注 10 （略） 

注 11 ヲについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。ま

た、（１）の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを算定していることを要

件とする。なお、（１）か（２）のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算

は算定しない 

注 12 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護

職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目で

ある。 

 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

イ 介護予防ケアマネジメント費 ４３１単位（１月につき） 

ロ、ハ （略） 

注１、注２ （略） 

 

 

(３) 事業対象者・要支援１    ３７８単位（１回につき・１月の中で全部で４回までのサー

ビスを行った場合） 

(４) 事業対象者・要支援２ ３８９単位（１回につき・１月の中で全部で５回から８回までの

サービスを行った場合） 

ロ～ル （略） 

（新設） 

 

 

注１～注 10 （略） 

 

 

 

 

 

注 11 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護

職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

 

 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

イ 介護予防ケアマネジメント費 ４３０単位（１月につき） 

ロ、ハ （略） 

注１、注２ （略） 

 

 


